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札幌市資料館条例施行規則 

平成26年３月31日規則第11号 

改正 

平成28年３月31日規則第21号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、札幌市資料館条例（平成17年条例第110号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用の承認等） 

第２条 条例第４条第１項の規定により条例別表に掲げる施設（以下「有料施設」という。）

の使用の承認を受けようとする者（第３項において「申請者」という。）は、あらかじめ

札幌市資料館使用申込書（様式１）を市長に提出しなければならない。 

２ 条例第８条第１項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特

殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申

請者に対し札幌市資料館使用承認書（様式２）を交付する。ただし、市長は、特別の事

由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。 

（備付物件の使用料） 

第３条 条例別表備考６の規定により市長が別に定める備付物件の使用料は、別表のとお

りとする。 

（使用料の減額又は免除） 

第４条 条例第５条第２項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札

幌市資料館使用料減額（免除）申請書（様式３）を市長に提出しなければならない。た

だし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、前項ただし書に該当するときを除

き、札幌市資料館使用料減額（免除）決定通知書（様式４）を交付するものとする。 

（使用料の還付） 

第５条 条例第６条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。 

(１) 有料施設の使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）の責めに帰するこ

とのできない事由により使用不能となった場合 
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(２) 条例第10条第５号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合 

(３) 使用者がその使用する日の15日前（ミニギャラリーを使用する場合にあっては、

その使用する日の60日前）までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市

長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 

（プログラム等の届出） 

第６条 使用者は、有料施設を講演会、展覧会その他これらに類する催物のために使用し

ようとする場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の７日前までに

市長に届け出なければならない。 

（使用期間の制限） 

第７条 有料施設の使用期間は、引き続き７日を超えることができない。ただし、市長が

特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

（遵守事項） 

第８条 札幌市資料館（以下「資料館」という。）を利用する者は、次に掲げる事項を遵守

しなければならない。 

(１) 危険物等を持ち込まないこと。 

(２) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

(３) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。 

(４) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。 

(５) その他職員の指示に従うこと。 

２ 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとと

もに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。 

(２) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。 

（販売行為等の禁止） 

第９条 資料館を利用する者は、資料館において展示作品その他の展示物及びプログラム

以外のものを販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならな

い。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

（指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い） 
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第10条 条例第14条第１項の規定により同項に規定する指定管理者に資料館の管理を行わ

せる場合における第２条、第６条、第７条及び前条の規定の適用については、これらの

規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第２条第１項中「様式１」とあるのは「指

定管理者が定める様式」と、同条第３項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付

させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式２」とあるのは「指定管理者が定める様

式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。 

２ 条例第15条第５項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。 

(１) 第５条第１号又は第２号に掲げる場合 

(２) 使用者がその使用する日の15日前（ミニギャラリーを使用する場合にあっては、

使用する日の60日前）までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、前項の

指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。 

（委任） 

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第21号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

別表 

  

区分 物件名 単位 使用料（円） 摘要 

研修室 映像音響設備セット 一式 1,000 プロジェクター、ＤＶＤ／Ｖ

ＨＳデッキ、ＭＤデッキ及び

カセットデッキ各１台、マイ

クロホン１本、ワイヤレスマ

イク１本、タイピン型ワイヤ

レスマイク１本、マイクスタ

ンド２本、映写スクリーン１

枚、ＡＶコントロールアンプ

１台、スピーカー４台 

備考 
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１ この表に規定する使用料は、条例別表に定める午前及び午後の各時間区分におい

て使用する場合の金額である。 

２ 条例別表に定める全日の時間区分における使用に係る備付物件の使用料は、この

表に規定する金額の２倍の額とする。 

３ 市長が条例別表に定める時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認め

た場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上げに係

る時間１時間につき、全日使用の場合の１時間当たりの金額を２割増した額を加算

した額とする。 

４ 条例別表に定める時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした

使用とみなす。 

５ セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は

行わない。 

 

 

様式１ 
 

札幌市資料館使用申込書 
 

年  月  日 
（宛先）札幌市長 

 
               住所又は所在地 
               氏     名 
               （団体にあっては、団体名及び代表者氏名） 
               電 話 番 号 
 
下記のとおり施設の使用について申し込みます。 

記 
使用目的（展覧会、行事

名など） 

 

使 用 す る 室 
１ 研修室 

２ ミニギャラリー 

営利営業目的の有無等 
１ 営利営業を目的

としないもの 

営利営業を目的とするもの 

２ 美術に関する催物 ３ 美術以外の催物 

入場料等徴収の有無（ミ

ニギャラリーを使用する

場合のみ記入してくださ

い。） 

１ 無 

２ 有（    円） 

使用人数（研修室を使用

する場合のみ記入してく

ださい。） 

人 

使用日（曜日） 時間区分 使用室名 ※使用料 備考 
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 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 計 円  

 

物件使用の概要（特別設備の設置及び特殊物件の搬入を含む。） 

使用日（曜日） 時間区分 物件名 数量 ※使用料 備考 

 午前・午後・全日   円  

 午前・午後・全日   円  

 午前・午後・全日   円  

計 円  

 

合 計 
※        ・・・・・・

・・・・・・・・円 

注 ※印の欄は、記入しないでください。 
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 
 

 

様式２ 
 

札幌市資料館使用承認書 
 

年  月  日 
          様 
 
                

札幌市長 印 
                
                
 
 下記のとおり使用することを承認します。 

記 
使用目的（展覧会、行事

名など） 

 

使 用 す る 室 
１ 研修室 

２ ミニギャラリー 

営利営業目的の有無等 
１ 営利営業を目的

としないもの 

営利営業を目的とするもの 

２ 美術に関する催物 ３ 美術以外の催物 
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入 場 料 等 徴 収 の 有 無 
１ 無 

２ 有（    円） 

使 用 人 数 人 

使用日（曜日） 時間区分 使用室名 使用料 備考 

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 午前・午後・全日  円  

 計 円  

 

物件使用の概要（特別設備の設置及び特殊物件の搬入を含む。） 

使用日（曜日） 時間区分 物件名 数量 使用料 備考 

 午前・午後・全日   円  

 午前・午後・全日   円  

 午前・午後・全日   円  

計 円  

 
合 計              円 

 
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 
 

 

様式３ 
 

札幌市資料館使用料減額（免除）申請書 
 

年  月  日 
（宛先）札幌市長 

 
               住所又は所在地 
               氏     名 
               （団体にあっては、団体名及び代表者氏名） 
               電 話 番 号 
 
 下記のとおり使用料の減額（免除）について申請します。 

記 
使用目的（展覧会、

行事名など） 
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減額（免除）申請の理

由 

 

使用日（曜

日） 
時間区分 使用室名 

備付物件の

使用の有無 ※使用料 

※減額

（免除）

する額 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 計 円 円 

 
                   

※差引納入額        

円 
 
注 ※印の欄は、記入しないでください。 
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 
 

 

様式４ 

 
札幌市資料館使用料減額（免除）決定通知書 

 
年  月  日 

          様 
 
                
                                      札幌市長 印 
                
                
 
 下記のとおり使用料を減額（免除）します。 

記 
使用目的（展覧会、行

事名など） 

 



 8 / 8 

 

減額（免除）申請の理

由 

 

使用日（曜日） 時間区分 使用室名 
備付物件の

使用の有無 
使用料 

減額（免除）

する額 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 午前・午後・全日  有・無 円 円 

 計 円 円 

 

 

差引納入額 円 

 

 

 

 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 


